
添付資料（Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要（２）_提供先21以降）

 提供先21 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号 別表第二の22の項

 ②提供先における用途 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象とな

る本人の範囲

当市に住所を有する被保険者（被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険

者とその被扶養者等に該当しない者）

 ③提供する情報
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関す

る給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな

る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

] 専用線

[ ] 電子メール [
] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除

く。） ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先22 厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号 別表第二の88の項

] 紙

[ ] その他 （ ）

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務

 ③提供する情報
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十八条第一項ただし書に規定する他の法令による

医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな

る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象とな

る本人の範囲

当市に住所を有する被保険者（被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険

者とその被扶養者等に該当しない者）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [
] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除

く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）
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 提供先23 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号 別表第二の97の項

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給

に関する事務

 ③提供する情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法

律による医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな

る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象とな

る本人の範囲

当市に住所を有する被保険者（被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険

者とその被扶養者等に該当しない者）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [
] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除

く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先24 保健所を設置する市の⾧

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号 別表第二の97の項

] 紙

[ ] その他 （ ）

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給

に関する事務

 ③提供する情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法

律による医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな

る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象とな

る本人の範囲

当市に住所を有する被保険者（被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険

者とその被扶養者等に該当しない者）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [
] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除

く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）
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 提供先25 独立行政法人日本学生支援機構

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号 別表第二の106の項

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務

 ③提供する情報 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな

る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象とな

る本人の範囲

当市に住所を有する被保険者（被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険

者とその被扶養者等に該当しない者）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [
] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除

く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先26 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号 別表第二の120の項

] 紙

[ ] その他 （ ）

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務

 ③提供する情報
難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関す

る情報

 ④提供する情報の対象とな

る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象とな

る本人の範囲

当市に住所を有する被保険者（被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険

者とその被扶養者等に該当しない者）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [
] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除

く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）
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事前

（別添２）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年1月1日

特定個人情報保護評価書

（重点項目評価書）

特記事項

―

大分市では、操作員の生体認証を行うな

ど、セキュリティ対策を一層強化し、個人

情報の適正な取扱いの確保を図る。

事前

令和3年1月1日

特定個人情報保護評価書

（重点項目評価書）

個人のプライバシー等の権

利利益の保護の宣言

 大分市は、国民健康保険の資格管理・賦

課に関する事務における特定個人情報の

ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報

ファイルの取扱いが個人のプライバシー等

の権利利益に影響を及ぼしかねないことを

認識し、特定個人情報の漏えいその他の事

態を発生させるリスクを軽減させるために

適切な措置を講じ、もって個人のプライバ

シー等の権利の保護に取り組んでいること

を宣言する。

大分市は、国民健康保険に関する事務の特

定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特

定個人情報ファイルの取扱いが個人のプラ

イバシー等の権利利益に影響を及ぼしかね

ないことを認識し、特定個人情報の漏えい

その他の事態を発生させるリスクを軽減さ

せるために適切な措置を講じ、もって個人

のプライバシー等の権利利益の保護に取り

組んでいることを宣言する。

事前

令和3年1月1日

特定個人情報保護評価書

（重点項目評価書）

評価書名

国民健康保険の資格管理・賦課に関する事

務

重点項目評価書

国民健康保険に関する事務 重点項目評価

書



令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

１．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務情報

②事務の内容

・地方税法、国民健康保険法等に基づき、

国民健康保険の資格管理・国民健康保険税

の賦課を行う。

・特定個人情報ファイルは、以下の事務で

取り扱う。

①申請書や届け出書に関する確認

②被保険者の資格管理

③国民健康保険税の賦課・更正・減免

④各種帳票作成処理

⑤被保険者情報を国保情報集約システムと

連携する。

当市は、地方税法、国民健康保険法及び行

政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（以下「番号

法」という。）の規定に従い、特定個人情

報を以下の事務で取り扱う。

・住民の異動届（転入、転出、社入、社離

等）、生活保護受給情報による国民健康保

険の加入、脱退手続業務を行う。

・国民健康保険の被保険者である世帯主及

び擬制（みなし）世帯主に対し、基礎課税

額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付

金課税額を合算し、国民健康保険税額（年

税額）を賦課する。また、非自発的失業者

に係る申告書や減免申請書等により、保険

税の軽減及び減免を行う。

銀行等から口座振替、年金からの特別徴

収、納付書での納付による徴収を行い、滞

納者に対して滞納整理業務を行う。

・世帯主からの国民健康保険の基準収入額

適用に関する申請書から、所得区分を再判

定し、高齢者受給証を発行する。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

１．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務情報

①事務の名称

国民健康保険の資格管理・賦課に関する事

務
国民健康保険に関する事務 事前

評価書番号9「国民健康保

険の給付に関する事務 重

点項目評価書」,10「国民健

康保険税の徴収・収納に関

する事務 重点項目評価

書」の各事務を、評価書番

号8「国民健康保険の資格

管理・賦課に関する事務

重点項目評価書」にて一元

管理するため

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム1

①システムの名称

国民健康保険システム 国民健康保険料（税）賦課システム 事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

１．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務情報

②事務の内容

・地方税法、国民健康保険法等に基づき、

国民健康保険の資格管理・国民健康保険税

の賦課を行う。

・特定個人情報ファイルは、以下の事務で

取り扱う。

①申請書や届け出書に関する確認

②被保険者の資格管理

③国民健康保険税の賦課・更正・減免

④各種帳票作成処理

⑤被保険者情報を国保情報集約システムと

連携する。

・世帯主からの国民健康保険における、一

部負担金減額申請書等から、一部負担金の

減額、免除、徴収猶予適用の可否判定を行

う。

・被用者保険、国民健康保険組合、後期高

齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等

に該当しない者を被保険者として、被保険

者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、

保険給付を行う。

番号法の別表第二に基づいて、当市は、国

民健康保険に関する事務において、情報提

供ネットワークシステムに接続し、各情報

保有機関が保有する特定個人情報について

情報連携を行う。情報提供に必要な情報を

「副本」として中間サーバーへ登録する。

事前



令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム1

②システムの機能

１．資格情報管理

（１）国民健康保険の被保険者の資格を把

握する（資格取得・喪失、退職該当、非該

当）

（２）緩和措置対象者管理（特定同一世帯

所属者・旧被扶養者）

（３）非自発的失業者管理

（４）証関連の発行

２．賦課情報管理

（１）被保険者世帯への国民健康保険税を

算出する

（２）被保険者に保険税を通知する納付書

を発行する

（３）国保税を賦課した算出根拠、賦課

額、期割情報を確認する

６．税（料）率試算

：指定した総賦課額から適正な率や金額を

求め、複数指定した率や金額から総賦課額

を求める。

また、国民健康保険中央会の保険料（税）

適正算定システム用にデータを切り出す。

７．当初賦課処理計算

：本算定の当初賦課計算や納付書の作成な

ど、当初賦課に関連する処理を行う。

８．各種帳票の出力

：賦課準備のための各種調査用一覧表や、

総賦課額調定表・異動分調定表・増減調定

表などの複数の調定情報の集計表を出力す

る。

９．国・都道府県への報告資料の作成

：国への報告資料の課税状況調べ、都道府

県への報告資料の基盤安定交付金や保険基

盤安定など各種報告資料を作成する。

１０．宛名機能

：住登者・住登外者の宛名情報の参照、送

付先や口座情報の管理、住登外者の登録・

修正・削除を行う。

１１．庁内連携機能

：自庁内の他業務・システムと各種照会情

報の連携を行う。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム1

②システムの機能

１．資格情報管理

（１）国民健康保険の被保険者の資格を把

握する（資格取得・喪失、退職該当、非該

当）

（２）緩和措置対象者管理（特定同一世帯

所属者・旧被扶養者）

（３）非自発的失業者管理

（４）証関連の発行

２．賦課情報管理

（１）被保険者世帯への国民健康保険税を

算出する

（２）被保険者に保険税を通知する納付書

を発行する

（３）国保税を賦課した算出根拠、賦課

額、期割情報を確認する

１．照会

：国民健康保険世帯の調定情報、算定根

拠、更正履歴、特徴処理状況、個人住民

税、国民健康保険資格および口座登録の状

況の照会を行う。

２．申請受付

：減免申請などを受け付ける。※減免は、

減免額・減免率・期別減免額の3パター

ン。

減免世帯に対して、更正が発生した場合に

は対象者をリストアップして減免額の再確

認を行う。

３．賦課資料入力

：所得・資産などの賦課根拠の情報、介護

2号適用除外情報、被扶養者情報および年

少被保険者人数情報の入力を行う。

４．更正決議

：月次に行う一括更正、入力誤り等に対応

するための即時更正を行う。過年度更正に

おいても、一括・即時に対応して、増額と

減額を分けて決議する。

５．税（料）額試算

：架空の資格状況や所得データを基に賦課

額をシミュレーションする。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム1

③他のシステムとの接続

庁内連携システム、既存住民基本台帳シス

テム、宛名システム等、税務システム

情報提供ネットワークシステム、庁内連携

システム、宛名システム等、その他（国民

健康保険資格システム、収納消込／滞納管

理システム、中間サーバ）

事前



令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム2

①システムの名称

団体内統合宛名システム 国民健康保険資格管理システム 事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム2

②システムの機能

１．団体内統合宛名番号管理機能

団体内統合宛名番号の付番を行う。

団体内統合宛名番号と既存住基システムの

宛名番号とを紐付けて管理する。

２．宛名情報管理機能

氏名・住所などの基本４情報を団体内統合

宛名番号に紐付けて管理する。

３．中間サーバー連携機能

中間サーバーとのオンラインデータ連携、

オフラインデータ連携用の媒体作成を行

う。

１．照会

：世帯・個人の得喪状況、基準日時点の資

格状況、証の発行状況、他業務の情報を照

会する。

２．異動処理

：加入・脱退・世帯変更・退職・マル学・

マル遠・住所地特例の各資格異動処理か

ら、保険証の発行まで行う。

３．証発行管理

：保険証のほか、高齢受給者証、減額認定

証、特定疾病療養受療証などの各証の発行

を行う。また、発行した証の交付回収履歴

を一元管理を行う。

４．前期高齢者判定

：随時・月次で、前期高齢者判定処理を行

う。

５．申請受付

：限度額減額認定申請・基準収入額適用申

請・特定疾病認定申請の受け付けと、特定

同一世帯所属者（旧国保被保険者）・旧被

扶養者・非自発的失業者の登録を行う。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム2

②システムの機能

１．団体内統合宛名番号管理機能

団体内統合宛名番号の付番を行う。

団体内統合宛名番号と既存住基システムの

宛名番号とを紐付けて管理する。

２．宛名情報管理機能

氏名・住所などの基本４情報を団体内統合

宛名番号に紐付けて管理する。

３．中間サーバー連携機能

中間サーバーとのオンラインデータ連携、

オフラインデータ連携用の媒体作成を行

う。

６．滞納管理

：短期保険証や資格証明書の対象者の判断

のため、滞納者を抽出して納税相談や納付

喚起などの住民とのやり取りを記録する。

７．保険証の一括更新

：滞納管理機能で管理された情報から保険

証・短期保険証・資格証明書を自動で分類

し出力する。

８．各種一覧表の出力

：年齢到達者一覧、住記異動者一覧、課税

区分変更世帯一覧、年金異動確認一覧など

を出力する。

９．都道府県への報告資料の作成

：事業月報や短期保険証交付状況集計表、

外国人国籍別一覧表、年齢別統計表など都

道府県に報告する資料を出力する。

１０．宛名機能

：住登者・住登外者の宛名情報の参照、送

付先や口座情報の管理、住登外者の登録・

修正・削除を行う。

１１．庁内連携機能

：自庁内の他業務・システムと各種照会情

報の連携を行う。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム2

③他のシステムとの接続

宛名システム等、中間サーバー

情報提供ネットワークシステム、庁内連携

システム、宛名システム等、その他（国民

健康保険給付システム、収納消込／滞納管

理システム、中間サーバ）

事前



事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム3

②システムの機能

６．情報提供データベース管理機能

特定個人情報（連携対象）を副本として、

保持・管理する機能。

７．データ送受信機能

中間サーバーと情報提供ネットワークシス

テム（インターフェイスシステム）との間

で情報照会、情報提供、符号取得のための

情報等について連携するための機能。

８．セキュリティ管理機能

セキュリティを管理するための機能。

９．職員認証・権限管理機能

中間サーバーを利用する職員の認証と職員

に付与された権限に基づいた各種機能や特

定個人情報（連携対象）へのアクセス制御

を行う機能。

１０．システム管理機能

バッチの状況管理、業務統計情報の集計、

稼働状態の通知、保管期限切れ情報の削除

を行う機能。

６．高額介護合算

：申請受付や、取り込んだ自己負担額情報

の照会・補正を行う。

７．国民健康保険連合会データの取り込み

：国民健康保険連合会からのレセプトデー

タを取り込み、国民健康保険資格情報と照

合してチェックを行う。

８．高額療養費の一括計算

：高額療養費を請求年月単位で一括計算す

る。支給対象者については、支給申請案内

を出力する。

９．各種帳票の発行

：医療費通知、支給決定通知書、各種申請

書や、未申請者一覧などを出力する。

１０．都道府県への報告資料の作成

：事業月報C表やF表の出力、退職G表の集

計用データを作成する。

１１．宛名機能

：住登者・住登外者の宛名情報の参照、送

付先や口座情報の管理、住登外者の登録・

修正・削除を行う。

１２．庁内連携機能

：自庁内の他業務・システムと各種照会情

報の連携を行う。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム3

②システムの機能

１．符号管理機能

情報照会、情報提供に用いる個人の識別子

である「符号」と、情報保有機関内で個人

を特定するために利用する「団体内統合宛

名番号」とを紐づけ、その情報を保管・管

理する機能。

２．情報照会機能

情報提供ネットワークシステムを介して、

特定個人情報（連携対象）の情報照会およ

び情報提供受領（照会した情報の受領）を

行う機能。

３．情報提供機能

情報提供ネットワークシステムを介して、

情報照会要求の受領および当該特定個人情

報（連携対象）の提供を行う機能。

４．既存システム接続機能

中間サーバーと既存システム、統合宛名シ

ステムおよび住民基本台帳システムとの間

で情報照会内容、情報提供内容、特定個人

情報（連携対象）、符号取得のための情報

等について連携するための機能。

５．情報提供等記録管理機能

特定個人情報（連携対象）の照会、または

提供があった旨の情報提供等の記録を生成

し、管理する機能。

１．レセプト管理

：レセプトデータの登録・照会・修正・削

除を行う。資格チェック、金額再計算、住

民が持参した領収証の金額でレセプトデー

タの訂正を行う。

２．申請受付

：高額療養費・療養費・出産・葬祭などの

各種申請を受け付ける。高額療養費の貸付

や医療機関への受領委任の申請を行う。

３、照会

：高額療養費など各種申請情報や支払状況

を照会する。

４．支払

：口座振替データ（全銀形式）フォーマッ

トでデータを出力する。支払消込、支払日

の一括変更を行う。

５．過誤・求償

：過誤調整を依頼するレセプトの管理や、

過誤調整依頼書の出力を行う。また、第三

者行為、不当利得の情報を管理する。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム3

①システムの名称

中間サーバー 国民健康保険給付システム



令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム4

①システムの名称

住登外宛名システム 収納消込／滞納管理システム 事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム3

③他のシステムとの接続

情報提供ネットワークシステム、宛名シス

テム等、団体内統合宛名システム

情報提供ネットワークシステム、庁内連携

システム、宛名システム等、その他（国民

健康保険資格システム、中間サーバ）

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム4

②システムの機能

１．個人コード（住登外）付番、登録機能

住登外者に対して、本市内の利用する個人

コードを付番する機能。

各事務システム管理者が必要に応じ登録を

行う。

２．住登外情報修正機能

住登外者に対して、必要に応じ内容の修正

を行う。

６．各種統計資料などの作成

：月報、収入状況一覧表、国保介護一般退

職按分表などの集計表・一覧表を作成す

る。

７．年度末処理

：繰越対象者一覧、繰越集計表、還付時効

一覧などを作成する。繰越処理と同時に、

保持期間を経過した完納期、欠損期分のク

リーニングを行う。

８．財務連動

：財務会計システム向けに、収納･充当･還

付データを作成する。

９．財産管理

：実態調査や財産調査などの照会書を発行

し、調査により判明した債権、不動産、動

産などの財産情報の登録･修正･削除を行

う。

１０．滞納処分

：差押、参加差押、交付要求、繰上徴収な

どの滞納処分情報や、徴収猶予･換価猶予、

証券受託、延滞金減免などの納付猶予情

報、納付義務承継情報を登録･修正･取消･削

除し、滞納処分調書を発行する。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム4

②システムの機能

１．個人コード（住登外）付番、登録機能

住登外者に対して、本市内の利用する個人

コードを付番する機能。

各事務システム管理者が必要に応じ登録を

行う。

２．住登外情報修正機能

住登外者に対して、必要に応じ内容の修正

を行う。

１．収納状況照会

：宛名･調定･納付･還付など日常業務に必要

な情報を照会する。また、証明書･納付書･

滞納明細などを発行する。

２．消込

：消込データの入力･取込(OCR･MPN･コン

ビニなど)･エラーチェック･消込処理を行

い、収納日･科目･納付書種類ごとの日計表

や、エラーリストを作成する。

３．還付充当

：過誤納調定に対して還付･充当処理を行

い、還付充当通知書（誓約書）･還付充当決

議書･支出命令書などを発行する。

４．口座振替

：口座振替･再振替データの作成や銀行振込

依頼書などを作成する。設定により、銀行･

委託者･科目･課ごとの単位で、口座振替

データを作成する。

５．督促状・催告書の発行

：督促状作成では督促状･納付書付き督促状

を、催告書作成では催告書･催告書兼領収書

を発行する。

事前



令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム4

③他のシステムとの接続

庁内連携システム、既存住民基本台帳シス

テム、宛名システム等、税務システム

庁内連携システム、宛名システム等、その

他（国民健康保険料（税）賦課システム、

国民健康保険資格システム、国民健康保険

給付システム）

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム4

②システムの機能

１．個人コード（住登外）付番、登録機能

住登外者に対して、本市内の利用する個人

コードを付番する機能。

各事務システム管理者が必要に応じ登録を

行う。

２．住登外情報修正機能

住登外者に対して、必要に応じ内容の修正

を行う。

１１．公売管理

：不動産、動産などの公売予定や売却情報

などの公売情報を登録･修正･削除し、公売

帳票を発行する。

１２．分納計画

：分割納付情報を登録･修正･削除し、分納

計画書や分納用納付書を発行する。

１３．執行停止・不納欠損

：執行停止と不納欠損の登録を行う。不納

欠損の登録では、時効日が到来した期別を

不納欠損として一括登録する。

１４．宛名機能

：住登者・住登外者の宛名情報の参照、送

付先や口座情報の管理、住登外者の登録・

修正・削除を行う。

１５．庁内連携機能

：自庁内の他業務・システムと各種照会情

報の連携を行う。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム5

②システムの機能

１．資格継続業務

 (1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファ

イル、資格情報(個人)ファイル)の送信

市町村の国保総合PCのファイル転送機能

(＊)を用いて、被保険者資格異動に関する

データを市町村から国保連合会へ送信す

る。

 (2)被保険者情報の受信(国保資格取得喪

失年月日連携ファイル、市町村被保険者ID

連携ファイル)都道府県内の市町村間を転居

した場合、転出市町村と転入市町村の適用

終了日（転出）と適用開始日（転入）の重

複・空白期間をチェックする。 また、資格

取得年月日や資格喪失年月日の引き継ぎを

行い、該当市町村の国保総合PCへ被保険者

資格データを配信する。

＊ファイル転送機能とは、市町村の国保総

合PCのWebブラウザーを用いて、各種ファ

イルを国保連合会の国保総合(国保集約)シ

ステムへ送信する機能と、国保連合会の国

保総合(国保集約)システムサーバ内に格納

されている各種ファイルや帳票などを、市

町村の国保総合PCに配信する機能のことを

いう。

１．団体内統合宛名番号の付番と管理

：各業務・システムで保有している宛名番

号を団体内で統一し、個人を識別するため

の団体内統合宛名番号を付番し、各業務・

システムの宛名番号と団体内宛名番号、基

本情報、個人番号を紐付けて、格納・管理

する。

２．符号取得支援・確認

：処理通番の発行依頼を中間サーバーに通

知し、符号が取得できたか確認を行う。

３．情報提供機能

：中間サーバーへ特定個人情報を登録する

ために、業務・システムのデータを変換

し、中間サーバーへ提供情報を通知する。

４．情報照会機能

：各業務・システムに代わって、他団体の

特定個人情報の照会について、宛名番号と

団体内統合宛名番号の変換、データ形式等

の変換を行い、中間サーバーへ照会情報を

通知する。

５．宛名情報照会

：団体内統合宛名番号、個人番号、もしく

は基本情報を検索キーとして、個人情報を

照会する。

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム5

①システムの名称

次期国保総合システムおよび国保情報集約

システム（以下「国保総合(国保集約)シス

テム(＊)」という。）

＊国保総合(国保集約)システムは、国保連

合会に設置される国保総合(国保集約)シス

テムサーバ群と、市町村に設置される国保

総合PCで構成される。

団体内統合宛名システム 事前



令和3年1月1日
Ⅰ基本情報 システム６を

追加
事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

 ２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム5

③他のシステムとの接続

―

情報提供ネットワークシステム、既存住民

基本台帳システム、税務システム、その他

（各業務システム、中間サーバ）

事前

令和3年1月1日
Ⅰ基本情報 システム８を

追加
事前

令和3年1月1日
Ⅰ基本情報 システム７を

追加
事前

令和3年1月1日
Ⅰ基本情報 システム１０

を追加
事前

令和3年1月1日
Ⅰ基本情報 システム９を

追加
事前

令和3年1月1日
Ⅰ基本情報 システム１２

を追加
事前

令和3年1月1日
Ⅰ基本情報 システム１１

を追加
事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

４．個人番号の利用 ※

法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（以下「番

号法」という）第9条第1項、別表第一 第

16、30項

番号法別表第一の主務省令で定める事務を

定める命令第16条、第24条

番号法第9条第1項 別表第一の16,30の項

番号法別表第一の主務省令で定める事務を

定める命令第16,24条

事前

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

３．特定個人情報ファイル

名

国民健康保険情報ファイル

（１）国民健康保険税賦課ファイル

（２）国民健康保険資格ファイル

（３）国民健康保険給付ファイル

（４）国民健康保険収滞納ファイル

事前



令和3年1月1日
Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要の削除
事前

評価書番号9「国民健康保

険の給付に関する事務 重

点項目評価書」,10「国民健

康保険税の徴収・収納に関

する事務 重点項目評価

書」の各事務を、評価書番

号8「国民健康保険の資格

管理・賦課に関する事務

重点項目評価書」にて一元

管理するため

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

５．情報提供ネットワーク

システムによる情報連携 ※

②法令上の根拠

【情報照会の根拠】

番号法第19条第7号、別表第二の第27、

42、44、45項

番号法別表第二の主務省令で定める事務及

び情報を定める命令第20条、第25条、第26

条

【情報提供の根拠】

番号法第19条第7号、別表第二の第1、42、

46項

番号法別表第二の主務省令で定める事務及

び情報を定める命令第1条、第25条

番号法第19条第7号

（別表第二における情報提供の根拠）

・

1,2,3,4,5,9,12,15,17,22,26,27,30,33,39,42,4

6,58,62,78,80,81,87,88,93,95,97,106,109,12

0

（別表第二における情報照会の根拠）

・27,42,43,44,45

事前

令和3年1月1日
Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)の追加
事前

評価書番号9「国民健康保

険の給付に関する事務 重

点項目評価書」,10「国民健

康保険税の徴収・収納に関

する事務 重点項目評価

書」の各事務を、評価書番

号8「国民健康保険の資格

管理・賦課に関する事務

重点項目評価書」にて一元

管理するため

令和3年1月1日
Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)の追加
事前

評価書番号9「国民健康保

険の給付に関する事務 重

点項目評価書」,10「国民健

康保険税の徴収・収納に関

する事務 重点項目評価

書」の各事務を、評価書番

号8「国民健康保険の資格

管理・賦課に関する事務

重点項目評価書」にて一元

管理するため

令和3年1月1日
（別紙）提供先21以降(資

格)の追加
事前

評価書番号9「国民健康保

険の給付に関する事務 重

点項目評価書」,10「国民健

康保険税の徴収・収納に関

する事務 重点項目評価

書」の各事務を、評価書番

号8「国民健康保険の資格

管理・賦課に関する事務

重点項目評価書」にて一元

管理するため



令和3年1月1日
Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)の追加
事前

評価書番号9「国民健康保

険の給付に関する事務 重

点項目評価書」,10「国民健

康保険税の徴収・収納に関

する事務 重点項目評価

書」の各事務を、評価書番

号8「国民健康保険の資格

管理・賦課に関する事務

重点項目評価書」にて一元

管理するため

令和3年1月1日
（別添１）ファイル記録項

目
事前

使用するシステム再構築に

関する仕様の変更による

令和3年1月1日
Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(収納)の追加
事前

評価書番号9「国民健康保

険の給付に関する事務 重

点項目評価書」,10「国民健

康保険税の徴収・収納に関

する事務 重点項目評価

書」の各事務を、評価書番

号8「国民健康保険の資格

管理・賦課に関する事務

重点項目評価書」にて一元

管理するため

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

２．特定個人情報の入手

（情報提供ネットワークシ

ステムを通じた入手を除

く。）

リスク１： 目的外の入手

が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

・書面様式は本人に関する必要な情報のみ

を記載するようにチェックを行う

・市内または他市町村から情報を入手する

際も、必要以上の情報を入手しないよう

チェックを行う

・不必要な書類は受け取らないようにし、

不必要な書類を提出された場合は返還する

＜国保連合会からの入手における措置＞

(略)

・住基情報の入手については、既存住民基

本台帳システムに登録した情報を庁内連携

機能で取得するため、被保険者対象候補と

なりうる住民以外の情報を入手することは

ない。

・住民からの申告・申請情報の入手につい

ては、本人確認や個人番号の真正性確認を

実施している。

・庁内連携機能からの各種照会情報の入手

については、個人単位の操作ログを取得し

追跡可能な形式で管理しており、対象者以

外の情報の入手の抑止を図っている。証跡

については完全性を担保し、容易に改ざん

できない対策を施している。

＜国保連合会からの入手における措置＞

(略)

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

１．特定個人情報ファイル

名

国民健康保険情報ファイル

国民健康保険税賦課ファイル、国民健康保

険資格ファイル、国民健康保険給付ファイ

ル、国民健康保険収滞納ファイル

事前



令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

２．特定個人情報の入手

（情報提供ネットワークシ

ステムを通じた入手を除

く。）

特定個人情報の入手（情報

提供ネットワークシステム

を通じた入手を除く。）に

おけるその他のリスク及び

そのリスクに対する措置

・ユーザＩＤによる識別とパスワードによ

る認証を実施しており、(中略)

・システムの利用できる端末を管理するこ

とにより、不要な端末からの利用ができな

いような制限を実施している。

・認証パスワードについては、(中略)

＜国保総合PCにおける措置＞

(略)

・ユーザＩＤによる識別とパスワードによ

る認証を実施しており、(中略)

・システムの利用できる端末を管理するこ

とにより、利用が許可されていない端末か

らの利用ができないような制限を実施して

いる。

・認証パスワードについては、(中略)

＜国保総合PCにおける措置＞

(略)

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

２．特定個人情報の入手

（情報提供ネットワークシ

ステムを通じた入手を除

く。）

特定個人情報の入手（情報

提供ネットワークシステム

を通じた入手を除く。）に

おけるその他のリスク及び

そのリスクに対する措置

誤記入、誤入力の防止、審査の徹底を実施

する

・不適切な方法で入手が行われるリスクに

対する措置

：庁内連携機能からの住基情報等の入手に

ついては、入退室管理をしている情報政策

課内のサーバ間通信に限定することで、詐

取・奪取が行われないようにしている。

：庁内連携機能からの各種照会情報の入手

については、アクセス権を有しない職員の

なりすましによる入手への対策を施してい

る。また、当該情報に接続可能なシステム

及び端末を予め登録し、許可された機器に

限定した入手方法とすることで、対象外の

機器からの入手が行われないようにしてい

る。

：国保連合会からの入手における、国保総

合PCにおける入手については、専用線を用

いるとともに、定義に従った内容でないと

データの送受信ができないことで、不適切

な方法で入手が行われるリスクを軽減して

いる。

事前

誤記入、誤入力の防止、審査の徹底を実施

する

・入手した特定個人情報が不正確であるリ

スクに対する措置

：入手した情報については、窓口での聞き

取りや本人確認書類との照合等を通じて確

認することで正確性を確保している。

：職員にて収集した情報に基づいて、間違

いがあれば職権で適宜修正することで正確

性を確保している。

：国保連合会からの入手における、国保総

合PCにおける入手については、本人確認は

当市において国保連合会に送付する前に実

施済みである。

・入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失

するリスクに対する措置

：庁内連携機能からの住基情報、各種照会

情報の入手については、サーバ間通信を限

定することで漏えい・紛失を防止してい

る。

：国保連合会からの入手における、国保総

合PCにおける入手については、専用線を用

いるとともに、暗号化、ウィルス対策ソフ

トウェア、ファイアウォール等によってセ

キュアなシステム稼働環境を確保してい

る。

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

３．特定個人情報の使用

リスク２：権限のない者

（元職員、アクセス権限の

ない職員等）によって不正

に使用されるリスク

ユーザ認証の管理

具体的な管理方法

事前



令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

３．特定個人情報の使用

特定個人情報の使用におけ

るその他のリスク及びその

リスクに対する措置

事前

・スクリーンセーバー等を利用して、⾧時

間にわたり本人確認情報を表示させない

・端末のディスプレイを、来庁者から見え

ない位置に置く

・従業者が事務外で使用するリスクに対す

る措置

：外部媒体へのデータのコピーや印刷を制

御することで、許可なく持ち出せないよう

にしている。

：各種ログを取得しているため、業務外利

用をした場合には特定可能であることを職

員に周知し、事務外の利用を抑止してい

る。

：一定時間の無操作でスクリーンセーバー

又は自動ログオフ機能を利用して、⾧時間

にわたり特定個人情報を表示させない。

：特定個人情報が表示された画面のディス

プレイを、来庁者から見えない位置に置い

たり、のぞき見防止フィルムを貼付する措

置を講ずる。

・特定個人情報ファイルが不正に複製され

るリスクに対する措置

：バックアップファイルの取得は入退室管

理をしている情報政策課サーバー室での作

業に限定され、また、バックアップファイ

ルの持ち出しはセキュリティ責任者による

承認を必須としている。

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

３．特定個人情報の使用

特定個人情報の使用におけ

るその他のリスク及びその

リスクに対する措置

・スクリーンセーバー等を利用して、⾧時

間にわたり本人確認情報を表示させない

・端末のディスプレイを、来庁者から見え

ない位置に置く

：特定個人情報ファイルの外部媒体への出

力は、特定のアクセス権限を持ったユーザ

のみが、特定の端末及び特定の記録媒体へ

の書き出しのみに限定してる。

：特定個人情報を記録した紙媒体、DVD等

の外部記録媒体は施錠保管し、鍵は管理者

が厳重に管理している。また、持出し・持

込みのルールを定め、遵守している。

：保管期間が経過した特定個人情報を記録

した媒体は、復元不可能な状態で確実に消

去・廃棄している。

：機器を廃棄もしくはリース返却する場

合、機器内部の記憶装置からすべての情報

を消去し、復元不可能な状態にする措置を

講じている。

：庁内の端末の持ち出しは、業務上どうし

ても必要な場合、情報セキュリティ管理者

の許可を得て記録をとることとしている。

：ＧＵＩによるデータ抽出機能は国保総合

PCに搭載しないことにより、個人番号利用

事務以外でデータが抽出等されることはな

い。

：特定個人情報が表示された画面のハード

コピーの取得は、事務処理に必要となる範

囲にとどめる。

事前



令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託先による不正な使用等

のリスク

委託契約書中の特定個人情

報ファイルの取扱いに関す

る規定

規定の内容

・秘密の保持

・適正管理

・目的外利用及び提供の禁止

・複写または複製の禁止

・資料等の返還

・従事者への周知

・調査権

・事故報告

・事業所内からの特定個人情報の持出しの

禁止

・漏えい事案等が発生した場合の委託先の

責任の明確化

・委託契約終了後の特定個人情報の返却ま

たは廃棄

・従業者に対する監督・教育

・契約内容の遵守状況について報告を求め

る規定

等を定めるとともに、委託先が当市と同等

の安全管理措置を講じていることを確認す

る。

・情報システムの運用、保守等を外部委託

する場合には、委託事業者との間で必要に

応じて次の情報セキュリティ要件を明記し

た契約を締結している。

  ・情報セキュリティポリシー及び情報

セキュリティ実施手順の遵守

  ・委託先の責任者、委託内容、作業

者、作業場所の特定

  ・提供されるサービスレベルの保証

  ・従業員に対する教育の実施

  ・提供された情報の目的外利用及び受

託者以外の者への提供の禁止

  ・業務上知り得た情報の守秘義務

  ・再委託に関する制限事項の遵守

  ・委託業務終了時の情報資産の返還、

廃棄等

  ・委託業務の定期報告及び緊急時報告

義務

   ・情報セキュリティポリシーが遵守さ

れなかった場合の規定(損害賠償等)

  ・市による監査、検査

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

特定個人情報ファイルの取

扱いの委託におけるその他

のリスク及びそのリスクに

対する措置

(追記)

＜国保連合会における措置＞

(略)

・委託先による特定個人情報の不正な提供

に関するリスクに対する措置

：委託先から他社への提供は認めていな

い。

：情報セキュリティ管理者は、ネットワー

ク及び情報システムの開発・保守等を外部

委託事業者に発注する場合、情報セキュリ

ティポリシー等のうち外部委託事業者が守

るべき内容の遵守及びその機密事項を説明

している。

：情報資産を提供する際、必要に応じ暗号

またはパスワードの設定を行っている。

：必要に応じて、国保年金課職員が現地調

査を実施している。

・委託先による特定個人情報の保管・消

去、委託契約終了後の不正な使用等に関す

るリスクに対する措置

：委託先から任意の様式により消去結果に

係る報告書を提出してもらっている。

：必要に応じて国保年金課職員は現地調

査・確認を行えることとしている。

＜国保連合会における措置＞

(略)

事前



令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

５．特定個人情報の提供・

移転 （委託や情報提供ネッ

トワークシステムを通じた

提供を除く。）

特定個人情報の提供・移転

（委託や情報提供ネット

ワークシステムを通じた提

供を除く。）におけるその

他のリスク及びそのリスク

に対する措置

―

・緊急時等に、特定個人情報ファイルをフ

ラッシュメモリ等の外部媒体を用いて提

供・移転する場合は、データの暗号化およ

び媒体のパ

スワードロック等の措置を講じたうえで提

供・移転を行う。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

６．情報提供ネットワーク

システムとの接続

リスク１：目的外の入手が

行われるリスク

(追記)

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

＞

①情報照会機能により、情報提供ネット

ワークシステムに情報照会を行う際には、

情報提供許可証の発行と照会内容の照会許

可用照合リストとの照合を(中略)

②中間サーバの職員認証・権限管理機能で

は、(中略)

(追記)

・認証管理機能により、ログイン時の職員

認証の他に、ログイン・ログアウトを実施

した職員、時刻、操作内容の記録が実施さ

れるため、不適切な接続端末の操作や、不

適切なオンライン連携を抑止する仕組みに

なっている。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

＞

・情報照会機能（※１）により、情報提供

ネットワークシステムに情報照会を行う際

には、情報提供許可証の発行と照会内容の

照会許可用照合リスト（※２）との照合を

(中略)

・中間サーバの職員認証・権限管理機能

（※３）では、(中略)

（※１）情報提供ネットワークシステムを

使用した特定個人情報の照会および照会し

た情報の受領を行う機能。

（※２）番号法別表第二および第１９条第

１４号を基に事務手続きごとに情報照会

者、情報提供者、照会・提供可能な特定個

人情報をリスト化したもの。

（※３）中間サーバを利用する職員の認証

と職員に付与された権限に基づいた各種機

能や特定個人情報へのアクセス制御を行う

機能。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

６．情報提供ネットワーク

システムとの接続

リスク１：目的外の入手が

行われるリスク

(追記)

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

＞

①情報照会機能により、情報提供ネット

ワークシステムに情報照会を行う際には、

情報提供許可証の発行と照会内容の照会許

可用照合リストとの照合を(中略)

②中間サーバの職員認証・権限管理機能で

は、(中略)

(追記)

＜国民健康保険料（税）賦課システム、国

民健康保険資格管理システム、国民健康保

険給付システム、収納消込／滞納管理シス

テムにおける措置＞

・ユーザＩＤによる識別とパスワードによ

る認証、情報提供ネットワークシステムへ

の情報照会が可能な権限の制限等により、

権限を有しない者による目的外の入手を防

止している。

・特定個人情報ファイルの情報照会は、団

体内統合宛名システムへの通信に限定して

いる。

・番号法の規定の範囲内において情報照会

を行う。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞

・団体内統合宛名システムにおいて、中間

サーバへの情報照会が可能な権限と、その

権限において照会可能な特定個人情報の制

限を行っている。

・団体内統合宛名システムのシステム間連

携機能によるアクセスの制限と、ファイア

ウォール等による通信制御により、不適切

な方法による入手を防止している。

事前



令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

６．情報提供ネットワーク

システムとの接続

リスク２：不正な提供が行

われるリスク

(追記)

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

＞

①情報照会機能により、(中略)

②情報提供機能により、(中略)

③特に慎重な対応が求められる情報につい

ては(中略)

④中間サーバーの職員認証・権限管理機能

では、(中略)不適切なオンライン連兼を抑

止する仕組みになっている。

(追記)

・特定個人情報ファイルの情報連携の記録

はシステムログ（情報連携先、連携日時

等）としてストレージ等に記録しており、

必要に応じて記録の確認を行う。

・認証管理機能により、ログイン時の職員

認証の他に、ログイン・ログアウトを実施

した職員、時刻、操作内容の記録が実施さ

れるため、不適切な接続端末の操作や、不

適切なオンライン連携を抑止する仕組みに

なっている。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

＞

・情報提供機能（※）により、(中略)

・情報提供機能により、(中略)

・特に慎重な対応が求められる情報につい

ては(中略)             ・

中間サーバの職員認証・権限管理機能で

は、(中略)不適切なオンライン連兼を抑止

する仕組みになっている。 （※）情報提

供ネットワークシステムを使用した特定個

人情報の提供の要求の受領および情報提供

を行う機能。

＜中間サーバの運用における措置＞

・中間サーバで取得した情報提供に係るシ

ステムログを使用して不正な提供が行われ

ていないか必要に応じて確認する。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

６．情報提供ネットワーク

システムとの接続

リスク２：不正な提供が行

われるリスク

(追記)

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

＞

①情報照会機能により、(中略)

②情報提供機能により、(中略)

③特に慎重な対応が求められる情報につい

ては(中略)

④中間サーバーの職員認証・権限管理機能

では、(中略)不適切なオンライン連兼を抑

止する仕組みになっている。    (追

記)

＜国民健康保険料（税）賦課システム、国

民健康保険資格管理システム、国民健康保

険給付システム、収納消込／滞納管理シス

テムにおける措置＞

・ユーザＩＤによる識別とパスワードによ

る認証、利用可能な権限の制限等により、

不正な使用を防止している。

・ログイン時の職員認証の他に、ログイ

ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操

作内容の記録を実施することで、不適切な

端末操作を抑止する。

・特定個人情報ファイルの情報連携は、団

体内統合宛名システムへの通信に限定し、

システムログ（連携日時等）としてスト

レージ等に記録している。また、必要に応

じて記録の確認を行う。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞

・中間サーバとの情報連携は、団体内統合

宛名システムが一括して行うため、業務シ

ステムから中間サーバへ直接情報連携でき

ない仕組みとしている。

・団体内統合宛名システムにおいて、中間

サーバへの情報提供が可能な権限と、その

権限において提供可能な特定個人情報の制

限を行っている。

事前



令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

７．特定個人情報の保管・

消去

リスク：特定個人情報の漏

えい・滅失・毀損リスク

その他の措置の内容

―

・物理的対策

＜大分市における措置＞

：特定個人情報を保管するサーバ設置場所

には、入退室管理を行っている。

：特定個人情報を扱う職員が離席する際に

は、特定個人情報を記した書類は机上に放

置せず、キャビネットに施錠保管してい

る。

：特定個人情報を保管したPCは、セキュリ

ティワイヤにより盗難防止を行い、特定個

人情報を扱う職員が離席する際には、パス

ワード付きスクリーンセーバーを利用して

いる。

：特定個人情報を保管した媒体の運用ルー

ルを定め、遵守している。

：特定個人情報を保管するサーバに係る脅

威に対して、無停電電源装置の設置、室温

管理、ケーブルの安全管理、耐震対策、防

火措置、防水措置等を講じている。

：特定個人情報を保管するサーバは定期保

守を実施することで情報の毀損等への対策

を図り、定期保守を実施する際には、事業

者による漏えい等を防ぐため、秘密保持契

約や情報を消去した状態での実施等の対策

を実施している。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

７．特定個人情報の保管・

消去

リスク：特定個人情報の漏

えい・滅失・毀損リスク

その他の措置の内容

―

＜中間サーバー･プラットフォームにおける

措置＞

・中間サーバー･プラットフォームをデータ

センターに構築し、設置場所への入退室者

管理、有人監視及び施錠管理をすることと

している。また、設置場所はデータセン

ター内の専用の領域とし、他テナントとの

混在によるリスクを回避する。

・技術的対策

＜大分市における措置＞

：ウィルス対策ソフトを導入し、定期的に

パターンファイルの更新を行っている。

：OSやアプリケーション等に対するセキュ

リティ対策用修正ソフトウェア(いわゆるセ

キュリティパッチ)を適用している。

：ウィルスメール／スパムメール対策シス

テムを導入している。

：定期的に当該ファイルの改ざんの有無を

検査している。

：ファイアウォールにより、特定個人情報

へのアクセスを制御している。

事前



令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

７．特定個人情報の保管・

消去

リスク：特定個人情報の漏

えい・滅失・毀損リスク

その他の措置の内容

―

：外部ネットワークから受信したファイル

は、インターネットのゲートウェイにおい

てコンピュータウイルス等の不正プログラ

ムのチェックを行い、不正プログラムのシ

ステムへの侵入を防止している。：侵入検

知システム（IDS）を設置し、外部からの

攻撃や改ざんへの措置を講じている。：必

要に応じ他のネットワーク及び情報システ

ムと物理的に分離する措置を講じてい

る。：使用されていないポートを閉鎖して

いる。：職員等が使用しているパソコン等

の端末からの庁内のサーバ等に対する攻撃

や外部のサイトに対する攻撃を監視してい

る。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける

措置＞

・中間サーバー・プラットフォームでは

UTM（コンピュータウイルスやハッキング

などの脅威からネットワークを効率的かつ

包括的に保護する装置）等を導入し、アク

セス制限、侵入検知及び侵入防止を行うと

ともに、ログの解析を行う。

・中間サーバー・プラットフォームでは、

ウイルス対策ソフトを導入し、パターン

ファイルの更新を行う。・導入しているＯ

Ｓ及びミドルウェアについて、必要に応じ

てセキュリティパッチの適用を行う。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

７．特定個人情報の保管・

消去

特定個人情報の保管・消去

におけるその他のリスク及

びそのリスクに対する措置

・特定個人情報が古い情報のまま保管され

続けるリスク

：基本的に届出・申請等に基づき、更新を

実施しているが、情報に誤りがある場合

は、職権により修正を行っている。

＜国保総合(国保集約)システムの保管・消

去＞

：国保総合PCにおける措置

 ・国保総合PCに登録した情報はサーバに

のみ保存され、国保総合PCの端末に保存さ

れることはなく、

 国保総合PCの端末から国保総合(国保集

約)システムの個人番号(特定個人情報ファ

イル)を操作する

 ことはできない仕組みとしている。

  国保総合PCに登録した情報については

被保険者の住所異動等が発生する都度更新

しているため、

 特定個人情報が古い情報のまま保存され

続けるリスクはない。

・特定個人情報が消去されずいつまでも存

在するリスクに対する措置

：特定個人情報の消去にあたっては、消去

の必要性があれば、業務責任者の承認を得

た上で実施する。

事前―



指定様式による書面の提出により開示・訂

正・利用停止請求を受け付ける

指定様式による書面の提出により開示・訂

正・利用停止請求を受け付ける。

※請求方法、指定様式等について、大分市

ホームページ上でわかりやすく表示する。

事後

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

８．監査

実施の有無

自己点検 自己点検、内部監査 事前

｢医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図

るための健康保険法等の一部を改正する法

律｣によりオンライン資格確認のしくみの導

入を行うとされたことと、当該しくみのよ

うな、他の医療保険者等と共同して｢被保険

者等に係る情報の収集または整理に関する

事務｣及び｢被保険者等に係る情報の利用ま

たは提供に関する事務｣を｢国民健康保険団

体連合会(以下｢国保連合会｣という。)また

は社会保険診療報酬支払基金(以下｢支払基

金｣という。)｣(以下｢支払基金等｣という。)

に委託することができる旨の規定が国民健

康保険法に盛り込まれていることを踏ま

え、オンライン資格確認等システムへの資

格情報の提供に係る加入者等の資格履歴情

報の管理、機関別符号の取得、及び一部の

情報提供について共同して支払基金等に委

託することとし、国保連合会から再委託を

受けた国民健康保険中央会(以下｢国保中央

会｣という。)及び支払基金（以下「取りま

とめ機関」という。）が、医療保険者等向

け中間サーバー等の運営を共同して行う。

事前

平成29年 5月 17日

(追記)

令和1年10月17日

Ⅴ 評価実施手続

１．基礎項目評価

①実施日

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

１．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務

②事務の内容

令和1年10月17日

Ⅳ 開示請求、問合せ

１．特定個人情報の開示・

訂正・利用停止請求

②請求方法

―令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

７．特定個人情報の保管・

消去

特定個人情報の保管・消去

におけるその他のリスク及

びそのリスクに対する措置

＜国保総合(国保集約)システムの保管・消

去＞

：国保総合PCにおける措置

 ・国保総合PCに登録した情報はサーバに

のみ保存され、国保総合PCの端末に保存さ

れることはなく、

 国保総合PCの端末から国保総合(国保集

約)システムの個人番号(特定個人情報ファ

イル)を操作する

 ことはできない仕組みとしている。

  国保総合PCに登録した情報については

被保険者の住所異動等が発生する都度更新

しているため、

 特定個人情報が消去されずいつまでも存

在するリスクはない。

令和元年 10月 17日 事後

事前



事前

 

Ⅰ 基本情報

２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム１３（医療保険者

等向け中間サーバー等）の

追加

１．資格継続業務

(中略)

２．高額該当回数の引き継ぎ業務

(中略)

３．オンライン資格確認の準備のための医

療保険者等向け中間サーバー等への被保険

者異動情報の提供

 (1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファ

イル、資格情報(個人)ファイル)の送信

市区町村の国保総合PCのファイル転送機能

(＊)を用いて、被保険者資格異動に関する

データを市区町村から国保連合会へ送信す

る。

 (2)医療保険者等向け中間サーバー等への

被保険者異動情報の送信      オン

ライン資格確認等システムで被保険者等の

資格情報を利用するため、国保連合会は、

市区町村より受領した被保険者異動情報に

関するデータを医療保険者等向け中間サー

バー等へ被保険者異動情報を送信する。

＊ファイル転送機能とは、市区町村の国保

総合PCのWebブラウザーを用いて、(略)

事前

Ⅰ 基本情報

１．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務

②事務の内容

(追記)

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム７（国保総合PC）

②システムの機能

令和3年1月1日

１．資格継続業務

(中略)

２．高額該当回数の引き継ぎ業務

(中略)

(追記)

＊ファイル転送機能とは、市区町村の国保

総合PCのWebブラウザーを用いて、(略)

＜オンライン資格確認等システム稼働に向

けた準備としての資格履歴管理事務、機関

別符号の取得等事務（以下「オンライン資

格確認の準備業務」という。）＞

・オンライン資格確認等システムで被保険

者等の資格情報を利用するために、国保連

合会から委託を受けた国保中央会が、当市

からの委託を受けて｢医療保険者等向け中間

サーバー等における資格履歴管理事務｣を行

うために、当市から被保険者及び世帯構成

員の個人情報を抽出し、国保連合会を経由

して医療保険者等向け中間サーバー等へ被

保険者資格情報の提供を行う。

・オンライン資格確認等システムで被保険

者等の資格情報を利用するために、支払基

金が、当市からの委託を受けて｢医療保険者

等向け中間サーバー等における機関別符号

取得等事務｣を行うために、情報提供等記録

開示システムの自己情報表示業務機能を利

用して、当市から提供した被保険者資格情

報とオンライン資格確認等システムで管理

している情報とを紐付けるために機関別符

号の取得並びに紐付け情報の提供を行う。

事前

オンライン資格確認のしく

みの導入等にともなう使用

するシステム（システム13

医療保険者等向け中間サー

バー等）の追加

令和3年1月1日



（追記）

・オンライン資格確認等システムで被保険

者等の資格情報を利用するため、国保連合

会は、市区町村より受領した被保険者資格

異動に関するデータを編集し、｢医療保険者

等向け中間サーバー等｣へ送信、登録を行

う。

事前

平成27年10月5日 令和元年11月1日 事後

令和3年1月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要(資格)

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託事項２ 資格継続業務

に関する市町村保険者事務

共同処理業務

 ①委託内容

平成28年1月1日

平成28年1月1日 平成28年1月1日 令和3年1月1日 事前

令和2年6月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要（賦課）

 ３．特定個人情報の入手・

使用

 ⑥使用開始日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要(資格)

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託の有無

事前

令和3年1月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要(資格)

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託事項３（医療保険者等

向け中間サーバー等におけ

る資格履歴管理事務）

令和2年6月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要（資格）

２．基本情報

 ⑤保有開始日

平成27年10月5日 令和3年1月以降 平成27年10月5日 令和元年11月1日

令和3年1月1日

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

５．情報提供ネットワーク

システムによる情報連携 ※

②法令上の根拠

（追記）

＜オンライン資格確認の準備業務＞

・番号利用法 附則第6条第4項 （利用目

的：情報連携のためではなくオンライン資

格確認の準備として機関別符号を取得する

等）

・国民健康保険法 第113条の3 第1項及

び第2項

事前

事前

平成28年1月1日 令和3年1月1日 事前

令和2年6月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要（資格）

 ３．特定個人情報の入手・

使用

 ⑥使用開始日

令和2年6月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要（賦課）

２．基本情報

 ⑤保有開始日

平成27年10月5日 令和3年1月以降

事後

委託する

２件

委託する

4件

オンライン資格確認のしく

みの導入等にともなう委託

事項３(医療保険者等向け中

間サーバー等における資格

履歴管理事務)の追加

令和3年1月1日

Ⅰ 基本情報

４．個人番号の利用 ※

法令上の根拠

（追記）

＜オンライン資格確認の準備業務＞

・番号利用法 第9条第1項（利用範囲）

 別表第1 項番30

・番号利用法別表第1の主務省令で定める

事務を定める命令 第24条

・国民健康保険法 第113条の3 第1項及

び第2項

事前



事後平成27年10月5日 令和元年11月1日平成27年10月5日 令和3年1月以降

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要（給付）

２．基本情報

 ⑤保有開始日

令和2年6月1日

令和2年6月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要（給付）

 ３．特定個人情報の入手・

使用

 ⑥使用開始日

平成28年1月1日 平成28年1月1日 令和3年1月1日 事前

令和2年6月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要（収納）

 ３．特定個人情報の入手・

使用

 ⑥使用開始日

平成28年1月1日 平成28年1月1日 令和3年1月1日 事前

令和3年1月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託事項４（医療保険者等

向け中間サーバー等におけ

る機関別符号取得等事務）

の追加

事前

オンライン資格確認のしく

みの導入等にともなう委託

事項４(医療保険者等向け中

間サーバー等における機関

別符号取得等事務）の追加

令和2年6月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要（収納）

２．基本情報

 ⑤保有開始日

平成27年10月5日 令和3年1月以降 平成27年10月5日 令和元年11月1日 事後

令和3年1月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイル

の概要

 （別添１） 特定個人情報

ファイル記録項目

（２）資格ファイル

（２）国民健康保険資格ファイル

(中略)

（追記）

（２）国民健康保険資格ファイル

(中略)

〇｢オンライン資格確認の準備のための医療

保険者等向け中間サーバー等への被保険者

異動情報の提供｣業務を実施するために、以

下の項目を追加する。

 ・被保険者証記号および被保険者証番号

ごとに付番した枝番(個人を識別する２桁の

番号)

 ・券面記載の被保険者証記号

 ・券面記載の被保険者証番号

 ・券面記載の氏名（漢字）

 ・券面記載の氏名（漢字）の読み仮名

 ・券面記載氏名が通称名の場合の本名等

（漢字）

 ・券面記載氏名が通称名の場合の本名等

（漢字）の読み仮名

 ・被保険者証裏面への性別記載の有無

 ・ＤＶ被害者等に関する自己情報不開示

の申し出の有無

 ・自己負担限度額が変更となった場合、

または治癒により証を回収した場合の回収

の理由が発生した日

事前



令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

３．特定個人情報の使用

リスク２：権限のない者

（元職員、アクセス権限の

ない職員等）によって不正

に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理

具体的な管理方法

(追記)
・パスワードは、規則性のある文字列や単

語は使わず、推測されにくいものを使用す

る。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

３．特定個人情報の使用

特定個人情報の使用におけ

るその他のリスク及びその

リスクに対する措置

(追記)

：国保総合PCへのログイン時の認証の他

に、ログインを実施した職員等・時刻・操

作内容が記録され、国保連合会においても

定期的又はセキュリティ上の問題が発生し

た際に、記録の内容を確認し、不正な運用

が行われていないかが監査される。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

３．特定個人情報の使用

特定個人情報の使用におけ

るその他のリスク及びその

リスクに対する措置

(追記)

・国保総合PCにおける措置

：情報システム管理者は定期的又はセキュ

リティ上の問題が発生した際に、記録の内

容と関連する書面の記録を照合して確認

し、不正な運用が行われていないかを監査

する。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託    再

委託先による特定個人情報

ファイルの適切な取扱いの

担保

具体的な方法

(追記)

・運用支援環境を、クラウド事業者が保

有・管理する環境に設置する場合、開発者

および運用者は、クラウド事業者が提示す

る責任共有モデルを理解し、OSから上のレ

イヤーに対して、システム構築上および運

用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの

脆弱性対応、適切なネットワーク設定、ア

プリケーション対応、データ暗号化etc)を

どのように確保したかを書面にて示した上

で、許諾を得ること。

事前



令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

 ４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

特定個人情報ファイルの取

扱いの委託におけるその他

のリスク及びそのリスクに

対する措置

(追記)

＜取りまとめ機関における措置＞

・支払基金が｢医療保険者等向け中間サー

バー等における資格履歴管理事務」のうち

「運用支援環境において、委託区画から取

得した資格情報等を基に、資格履歴ファイ

ルに格納する業務」及び「情報提供ネット

ワークシステムを通じた情報照会・提供事

務」のうち「機関別符号取得業務」、「情

報提供業務（オンライン資格確認等システ

ムで管理している情報と紐付けるために使

用する情報の提供）」の特定個人情報保護

評価を実施している。

＜医療保険者等向け中間サーバー等におけ

る資格履歴管理事務及び機関別符号取得等

事務＞

・取りまとめ機関の職員に許可された業務

メニューのみ表示するよう医療保険者等向

け中間サーバー等で制御している。

・運用管理要領等にアクセス権限と事務の

対応表を規定し、職員と臨時職員、取りま

とめ機関と委託事業者の所属の別等によ

り、実施できる事務の範囲を限定してい

る。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

７．特定個人情報の保管・

消去

特定個人情報の保管・消去

におけるその他のリスク及

びそのリスクに対する措置

(追記)

＜取りまとめ機関における措置＞

・支払基金が｢医療保険者等向け中間サー

バー等における資格履歴管理事務」のうち

「運用支援環境において、委託区画から取

得した資格情報等を基に、資格履歴ファイ

ルに格納する業務」及び「情報提供ネット

ワークシステムを通じた情報照会・提供事

務」のうち「機関別符号取得業務」、「情

報提供業務（オンライン資格確認等システ

ムで管理している情報と紐付けるために使

用する情報の提供）」の特定個人情報保護

評価を実施している。

事前

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

 ４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

特定個人情報ファイルの取

扱いの委託におけるその他

のリスク及びそのリスクに

対する措置

(追記)

・アクセス権限と事務の対応表は随時見直

しを行う。

・パスワードは、規則性のある文字列や単

語は使わず、推測されにくいものを使用す

る。

・操作ログを中間サーバーで記録してい

る。

・操作ログは、セキュリティ上の問題が発

生した際、又は必要なタイミングでチェッ

クを行う。

・契約書において当市が保有する個人情報

を第三者に漏らしてはならない旨を定めて

おり、委託先から他者への特定個人情報の

提供を認めていない。

・定期的に操作ログをチェックし、データ

抽出等の不正な持ち出しが行われていない

か監査する。

・提供情報は、業務委託完了時にすべて返

却又は消去する。

事前



事前

・国保事務関係職員（臨時職員等を含

む。）に対して、初任時及び一定期間毎

に、必要な知識の習得に資するための研修

を実施する。

(中略)

＜国保総合(国保集約)システムに関する教

育・啓発＞

(中略)

・委託先である国保連合会に対しては、契

約内容において、個人情報保護に関する秘

密保持契約を締結している。

・教育の未受講者に対しては、再受講の機

会を付与している。         ＜

サイバーセキュリティに関する教育・啓発

＞

(中略)

・委託先である国保連合会に対しては、契

約内容において、個人情報保護に関する秘

密保持契約を締結している。

・教育の未受講者に対しては、再受講の機

会を付与している。         ＊

「個人情報の保護に関する法律及び行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の一部を改正す

る。

・国保事務関係職員（臨時職員等を含

む。）に対して、初任時及び一定期間毎

に、必要な知識の習得に資するための研修

を実施する。

(中略)

＜国保総合(国保集約)システムに関する教

育・啓発＞

(中略)

・委託先である国保連合会に対しては、契

約内容において、個人情報保護に関する秘

密保持契約を締結している。

＜サイバーセキュリティに関する教育・啓

発＞

(中略)

・委託先である国保連合会に対しては、契

約内容において、個人情報保護に関する秘

密保持契約を締結している。

＊「個人情報の保護に関する法律及び行政

手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部を改正す

Ⅲ リスク対策

９．従業者に対する教育・

啓発

従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

令和3年1月1日

令和3年1月1日

Ⅲ リスク対策

１０．その他のリスク対策 (追記)

＜取りまとめ機関における措置＞

・支払基金が｢医療保険者等向け中間サー

バー等における資格履歴管理事務」のうち

「運用支援環境において、委託区画から取

得した資格情報等を基に、資格履歴ファイ

ルに格納する業務」及び「情報提供ネット

ワークシステムを通じた情報照会・提供事

務」のうち「機関別符号取得業務」、「情

報提供業務（オンライン資格確認等システ

ムで管理している情報と紐付けるために使

用する情報の提供）」の特定個人情報保護

評価を実施している。

事前

令和3年9月1日

Ⅰ 基本情報

５．情報提供ネットワーク

システムによる情報連携 ※

②法令上の根拠

番号法第19条第7号

（別表第二における情報提供の根拠）

・

1,2,3,4,5,9,12,15,17,22,26,27,30,33,39,42,4

6,58,62,78,80,81,87,88,93,95,97,106,109,12

0

（別表第二における情報照会の根拠）

・27,42,43,44,45

＜オンライン資格確認の準備業務＞

・番号利用法 附則第6条第4項 （利用目

的：情報連携のためではなくオンライン資

格確認の準備

 として機関別符号を取得する等）

・国民健康保険法 第113条の3 第1項及

び第2項

番号法第19条第8号

（別表第二における情報提供の根拠）

・

1,2,3,4,5,9,12,15,17,22,26,27,30,33,39,42,4

6,58,62,78,80,81,87,88,93,95,97,106,109,12

0

（別表第二における情報照会の根拠）

・27,42,43,44,45

＜オンライン資格確認の準備業務＞

・番号利用法 附則第6条第4項 （利用目

的：情報連携のためではなくオンライン資

格確認の準備

 として機関別符号を取得する等）

・国民健康保険法 第113条の3 第1項及

び第2項

事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の1の項 番号法第19条第8号 別表第二の1の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先５

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の5の項 番号法第19条第8号 別表第二の5の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先４

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の4の項 番号法第19条第8号 別表第二の4の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先３

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の3の項 番号法第19条第8号 別表第二の3の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先２

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の2の項 番号法第19条第8号 別表第二の2の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先８

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の30の項 番号法第19条第8号 別表第二の30の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先７

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の27の項 番号法第19条第8号 別表第二の27の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先６

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の26の項 番号法第19条第8号 別表第二の26の項 事前 事前通知事項

（別添２）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１０

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の39の項 番号法第19条第8号 別表第二の39の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先９

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の33の項 番号法第19条第8号 別表第二の33の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１３

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の58の項 番号法第19条第8号 別表第二の58の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１２

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の42の項 番号法第19条第8号 別表第二の42の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１１

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の42の項 番号法第19条第8号 別表第二の42の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１６

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の87の項 番号法第19条第8号 別表第二の87の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１５

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の80の項 番号法第19条第8号 別表第二の80の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１４

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の62の項 番号法第19条第8号 別表第二の62の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１９

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の46の項 番号法第19条第8号 別表第二の46の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１８

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の46の項 番号法第19条第8号 別表第二の46の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(賦課)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１７

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の93の項 番号法第19条第8号 別表第二の93の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先３

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の3の項 番号法第19条第8号 別表第二の3の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先２

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の2の項 番号法第19条第8号 別表第二の2の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の1の項 番号法第19条第8号 別表第二の1の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先６

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の26の項 番号法第19条第8号 別表第二の26の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先５

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の5の項 番号法第19条第8号 別表第二の5の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先４

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の4の項 番号法第19条第8号 別表第二の4の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先９

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の33の項 番号法第19条第8号 別表第二の33の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先８

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の30の項 番号法第19条第8号 別表第二の30の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先７

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の27の項 番号法第19条第8号 別表第二の27の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１２

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の42の項 番号法第19条第8号 別表第二の42の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１１

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の42の項 番号法第19条第8号 別表第二の42の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１０

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の39の項 番号法第19条第8号 別表第二の39の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１５

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の80の項 番号法第19条第8号 別表第二の80の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１４

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の62の項 番号法第19条第8号 別表第二の62の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１３

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の58の項 番号法第19条第8号 別表第二の58の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１８

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の46の項 番号法第19条第8号 別表第二の46の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１７

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の93の項 番号法第19条第8号 別表第二の93の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１６

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の87の項 番号法第19条第8号 別表第二の87の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の1の項 番号法第19条第8号 別表第二の1の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先２０

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の17の項 番号法第19条第8号 別表第二の17の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(資格)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１９

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の46の項 番号法第19条第8号 別表第二の46の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先３

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の3の項 番号法第19条第8号 別表第二の3の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先２

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の2の項 番号法第19条第8号 別表第二の2の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先５

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の5の項 番号法第19条第8号 別表第二の5の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先４

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の4の項 番号法第19条第8号 別表第二の4の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先７

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の26の項 番号法第19条第8号 別表第二の26の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先６

 ①法令上の根拠

 番号法第19条第7号別表第二の17の項  番号法第19条第8号別表第二の17の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１０

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の33の項 番号法第19条第8号 別表第二の33の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先９

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の30の項 番号法第19条第8号 別表第二の30の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先８

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二の27の項 番号法第19条第8号別表第二の27の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１３

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の58の項 番号法第19条第8号 別表第二の58の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１２

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の42の項 番号法第19条第8号 別表第二の42の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１１

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の39の項 番号法第19条第8号 別表第二の39の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１４

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の62の項 番号法第19条第8号 別表第二の62の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１７

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二の88の項 番号法第19条第8号別表第二の88の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１６

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の87の項 番号法第19条第8号 別表第二の87の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１５

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の80の項 番号法第19条第8号 別表第二の80の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１８

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の93の項 番号法第19条第8号 別表第二の93の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先２０

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号 別表第二の22の項 番号法第19条第8号 別表第二の22の項 事前 事前通知事項

令和3年9月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要(給付)

５．特定個人情報の提供・

移転（委託に伴うものを除

く。）

提供先１９

 ①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二の106の項 番号法第19条第8号別表第二の106の項 事前 事前通知事項



令和3年9月1日

Ⅲ リスク対策

 ６．情報提供ネットワーク

システムとの接続

 リスク１： 目的外の入手

が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

＞

・情報照会機能（※１）により、情報提供

ネットワークシステムに情報照会を行う際

には、情報提供許可証の発行と照会内容の

照会許可用照合リスト（※２）との照合を

情報提供ネットワークシステムに求め、情

報提供ネットワークシステムから情報提供

許可証を受領してから情報照会を実施する

ことになる。つまり、番号法上認められた

情報連携以外の照会を拒否する機能を備え

ており、目的外提供やセキュリティリスク

に対応している。

・中間サーバの職員認証・権限管理機能

（※３）では、ログイン時の職員認証の他

に、ログイン・ログアウトを実施した職

員、時刻、操作内容の記録が実施されるた

め、不適切な接続端末の操作や、不適切な

オンライン連携を抑止する仕組みになって

いる。

（※１）情報提供ネットワークシステムを

使用した特定個人情報の照会および照会し

た情報の受領を行う機能。

（※２）番号法別表第二および第１９条第

１４号を基に事務手続きごとに情報照会

者、情報提供者、照会・提供可能な特定個

人情報をリスト化したもの。

（※３）中間サーバを利用する職員の認証

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

＞

・情報照会機能（※１）により、情報提供

ネットワークシステムに情報照会を行う際

には、情報提供許可証の発行と照会内容の

照会許可用照合リスト（※２）との照合を

情報提供ネットワークシステムに求め、情

報提供ネットワークシステムから情報提供

許可証を受領してから情報照会を実施する

ことになる。つまり、番号法上認められた

情報連携以外の照会を拒否する機能を備え

ており、目的外提供やセキュリティリスク

に対応している。

・中間サーバの職員認証・権限管理機能

（※３）では、ログイン時の職員認証の他

に、ログイン・ログアウトを実施した職

員、時刻、操作内容の記録が実施されるた

め、不適切な接続端末の操作や、不適切な

オンライン連携を抑止する仕組みになって

いる。

（※１）情報提供ネットワークシステムを

使用した特定個人情報の照会および照会し

た情報の受領を行う機能。

（※２）番号法別表第二および第１９条第

１５号を基に事務手続きごとに情報照会

者、情報提供者、照会・提供可能な特定個

人情報をリスト化したもの。

（※３）中間サーバを利用する職員の認証

事前 事前通知事項



令和4年7月4日

Ⅲ リスク対策

６.情報提供ネットワークシ

ステムとの接続

リスク1:目的外の入手が行

われるリスク

リスクに対する措置の内容

＜国民健康保険料（税）賦課システム、国

民健康保険資格管理システム、国民健康保

険給付システム、収納消込／滞納管理シス

テムにおける措置＞

＜国民健康保険料（税）賦課システム、国

民健康保険資格管理システム、国民健康保

険給付システム、国民健康保険料（税）収

納システムにおける措置＞

事後 軽微な修正であるため

令和4年7月4日

Ⅰ 基本情報

２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム４

①システムの名称

収納消込/滞納管理システム 国民健康保険料（税）収納システム 事後 軽微な修正であるため



令和4年7月4日

Ⅲ リスク対策

６.情報提供ネットワークシ

ステムとの接続

リスク2:不正な提供が行わ

れるリスク

リスクに対する措置の内容

＜国民健康保険料（税）賦課システム、国

民健康保険資格管理システム、国民健康保

険給付システム、収納消込／滞納管理シス

テムにおける措置＞

＜国民健康保険料（税）賦課システム、国

民健康保険資格管理システム、国民健康保

険給付システム、国民健康保険料（税）収

納システムにおける措置＞

事後 軽微な修正であるため



令和4年7月4日

Ⅰ 基本情報

２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム1

③他のシステムとの接続

[ 〇 ]その他（国民健康保険資格システム、

収納消込／滞納管理システム、中間サー

バ）

[ 〇 ]その他（国民健康保険資格システム、

国民健康保険料（税）収納システム、中間

サーバ）

事後 軽微な修正であるため



令和4年7月4日

Ⅰ 基本情報

２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム6

③他のシステムとの接続

[ 〇 ]その他（国民健康保険料（税）賦課シ

ステム、国民健康保険資格システム、国民

健康保険給付システム、収納消込／滞納管

理システム）

[ 〇 ]その他（国民健康保険料（税）賦課シ

ステム、国民健康保険資格システム、国民

健康保険給付システム、国民健康保険料

（税）収納システム）

事後 軽微な修正であるため

令和4年7月4日

Ⅰ 基本情報

２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム2

③他のシステムとの接続

[ 〇 ]その他（国民健康保険給付システム、

収納消込／滞納管理システム、中間サー

バ）

[ 〇 ]その他（国民健康保険給付システム、

国民健康保険料（税）収納システム、中間

サーバ）

事後 軽微な修正であるため



令和4年7月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要（賦課）

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

⑥再委託事項

健康保険被保険者証・同封文書の作成・封

入・封緘業務

システムの運用・保守業務、法制度改正に

伴う改修作業業務
事後 軽微な修正であるため

令和4年7月4日

Ⅰ 基本情報

２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム8

②システムの機能

収納消込／滞納管理システムで管理される

課税・収納情報を基にして、滞納情報を管

理するシステムとして以下の機能を有す

る。

１．各税務業務の課税・収納情報照会機能

２．住民との接触記録や滞納整理関係情報

の入力機能。

３．納期後納付書等の発行機能及び発行履

歴の管理機能。

４．各種催告書類、滞納処分関係書類の発

行機能。

国民健康保険料（税）収納システムで管理

される課税・収納情報を基にして、滞納情

報を管理するシステムとして以下の機能を

有する。

１．各税務業務の課税・収納情報照会機能

２．住民との接触記録や滞納整理関係情報

の入力機能。

３．納期後納付書等の発行機能及び発行履

歴の管理機能。

４．各種催告書類、滞納処分関係書類の発

行機能。

事後 軽微な修正であるため



令和6年2月1日

Ⅰ基本情報

２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム7

①システムの名称

次期国保総合システムおよび国保情報集約

システム（以下「国保総合(国保集約)シス

テム(＊)」という。）

＊国保総合(国保集約)システムは、国保連

合会に設置される国保総合(国保集約)シス

テムサーバ群と、市区町村に設置される国

保総合PCで構成される。

国保総合システムおよび国保情報集約シス

テム（以下「国保総合(国保集約)システム

(＊)」という。）

＊国保総合(国保集約)システムは、国保連

合会に設置される国保総合(国保集約)シス

テムサーバ群と、市区町村に設置される国

保総合PCで構成される。

事前 軽微な修正であるため

令和6年2月1日

Ⅰ基本情報

１．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務

②事務の内容

＜オンライン資格確認等システム稼働に向

けた準備としての資格履歴管理事務、機関

別符号の取得等事務（以下「オンライン資

格確認の準備業務」という。）＞

＜オンライン資格確認等システムを利用し

た資格履歴管理事務、機関別符号の取得等

事務（以下「オンライン資格確認業務」と

いう。）＞

事後 軽微な修正であるため

令和4年7月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要（資格）

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託の有無※

2件 4件 事前



令和6年2月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（資格）

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託事項３

①委託内容

オンライン資格確認のための準備として、

医療保険者等向け中間サーバー等におい

て、個人番号を利用した被保険者資格の履

歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険

者枝番と個人番号との紐付管理などを行

う。

オンライン資格確認業務として、医療保険

者等向け中間サーバー等において、個人番

号を利用した被保険者資格の履歴管理、被

保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個

人番号との紐付管理などを行う。

事後 軽微な修正であるため

令和6年2月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（資格）

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託事項２

②委託先における取扱者数

10人未満 10人以上50人未満 事前 事前通知事項

令和6年2月1日

Ⅰ基本情報

２．特定個人情報ファイル

を取り扱う事務において使

用するシステム

システム7

②システムの機能

３．オンライン資格確認の準備のための医

療保険者等向け中間サーバー等への被保険

者異動情報の提供

３．オンライン資格確認のための医療保険

者等向け中間サーバー等への被保険者異動

情報の提供

事後 軽微な修正であるため



令和6年2月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（給付）

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託事項3

②委託先における取扱者数

10人未満 10人以上50人未満 事前 事前通知事項

令和6年2月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（給付）

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託事項２

②委託先における取扱者数

10人未満 10人以上50人未満 事前 事前通知事項

令和6年2月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（資格）

４．特定個人情報ファイル

の取扱いの委託

委託事項4

①委託内容

オンライン資格確認のための準備として、

医療保険者等向け中間サーバー等におい

て、情報提供等記録開示システムの自己情

報表示業務機能を利用したオンライン資格

確認等システムで管理している情報と紐付

けるために使用する情報の提供を行うため

に機関別符号を取得する。

オンライン資格確認業務として、医療保険

者等向け中間サーバー等において、情報提

供等記録開示システムの自己情報表示業務

機能を利用したオンライン資格確認等シス

テムで管理している情報と紐付けるために

使用する情報の提供を行うために機関別符

号を取得する。

事後 軽微な修正であるため



令和6年2月1日

Ⅰ 基本情報

５．情報提供ネットワーク

システムによる情報連携 ※

②法令上の根拠

＜オンライン資格確認の準備業務＞

・番号利用法 附則第6条第4項 （利用目

的：情報連携のためではなくオンライン資

格確認の準備として機関別符号を取得する

等）

・国民健康保険法 第113条の3 第1項及

び第2項

＜オンライン資格確認業務＞

・番号利用法 附則第6条第4項 （利用目

的：情報連携のためではなくオンライン資

格確認業務として機関別符号を取得する

等）

・国民健康保険法 第113条の3 第1項及

び第2項

事後 軽微な修正であるため

令和6年2月1日

Ⅰ 基本情報

４．個人番号の利用 ※

法令上の根拠

＜オンライン資格確認の準備業務＞

・番号利用法 第9条第1項（利用範囲）

 別表第1 項番30

・番号利用法別表第1の主務省令で定める事

務を定める命令 第24条

・国民健康保険法 第113条の3 第1項及

び第2項

＜オンライン資格確認業務＞

・番号利用法 第9条第1項（利用範囲）

 別表第1 項番30

・番号利用法別表第1の主務省令で定める事

務を定める命令 第24条

・国民健康保険法 第113条の3 第1項及

び第2項

事後 軽微な修正であるため


